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第１部 毎月勤労統計調査地方調査



Ⅰ 毎月勤労統計調査地方調査の概要

１．調査の目的

本調査は、統計法に基づく指定統計で、賃金、労働時間及び雇用について高知県における毎月の変動を

明らかにすることを目的としている｡

２．調査の対象

本調査は、日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通

信業、卸売・小売業，飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業（家事サービス業及び外国公務を除

く）において常時５人以上の常用労働者を雇用する約15,000事業所のうち厚生労働大臣が指定する約400事

業所について調査を行っている。

３．主要調査事項の定義

(１)現金給与額

所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の金額のことである。

「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約又は事業所の給与規定等によりあらかじめ定めら

れている支給条件及び算定方法によって支給される給与で、超過労働給与を含む。

「所定内給与」とは、きまって支給する給与のうち超過労働給与以外のものをいう｡超過労働給与とは、

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与の

ことである。

「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められ

た契約や規則等によらないで支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、そ

の給与の算定が３ヵ月を超える期間ごとに行われるものをいう。

「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計額である｡

(２)実労働時間

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されているか否かに

かかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手待ち時間は含める。本来の業務外として行

われる当宿直の時間は含めない。

「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の労働時間

のことである。

「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間のことである。

「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」との合計である。

(３)出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤

日にならないが、午前０時から午後12時までの間に１時間でも就業すれば出勤日とする。

(４)常用労働者

「常用労働者」とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。

①期間を定めずに雇われている者。

②１ヵ月を超える期間を定めて雇われている者。



③日々又は１ヵ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前２ヵ月にそれぞれ18日以上雇われた者。

④なお、重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者や事業主の家族で

その事業所に働いている人のうち常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者は、労働者としている。

「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。

①１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。

②１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

「一般の労働者」とは、いわゆる正規従業員、正社員等のことである。

４．調査結果の算定

この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして本県の事業所規模５人以上のすべての事業所に

対応するよう復元して算定したものである。

５．本書利用上の注意

（１）標本事業所の抽出替えに伴い、新・旧調査結果のギャップ(断層)の修正を実施している。平成１４年１

月は、その時期にあたるため指数の修正を行っているが、実数については修正しない。

（２）指数は平成１２年を基準時(平成12年平均=100)としている。

（３）対前年増減率は指数(名目)による。対前年増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した

指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。

（４）数値は就労者数をウェイトとする１ヵ月当たりの加重平均値である。

（５）鉱業、不動産業については、調査事業所が少ないので公表しないが、調査産業計には含まれる。電気・

ガス・熱供給・水道業については、平成８年以降（11年1～5月除く）は調査事業所が少ないので公表し

ないが、調査産業計には含まれる。

（６）実質賃金指数の算式

名目賃金指数

実質賃金指数 ＝ × １００

（持ち家の帰属家賃を除く総合指数）高知市消費者物価指数

（７）労働異動率の算式

月間の増加（減少）常用労働者数

入（離）職率 ＝ × １００

前月末常用労働者数

（８）統計表の符号

「×」調査対象２事業所以下のもので秘密保持のため公表しない。

「△」減少



Ⅱ 調査結果の概要（事業所規模５人以上）

１．賃 金

(１)賃金の動き

平成 年における調査産業計の常用労働者１人当たりの１ヵ月平均現金給与総額は 円で、15 293,517

前年に比べ ％減となった。4.1

これを「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」に分けると、「きまって支給する給

与」は 円で前年に比べ ％減で、「特別に支払われた給与」は 円で前年に比べ245,165 3.0 48,352

円減となっている。5,602

現金給与総額について本県と全国を比べてみると、調査産業計で本県は全国より 円下回っ48,381

ている。

（表１）本県及び全国の常用労働者の年間平均給与額の動き（調査産業計）
　　（単位：円、％）

　 区 分

　 年 金　額 対前年増減率 金　額 対前年増減率 金　額 対前年増減率 金　額

平成11年 298,584 0.0 238,765 0.4 226,210 0.7 59,819

高 12 310,782 3.7 250,946 4.7 237,853 4.8 59,836

知 13 318,323 2.1 258,753 2.7 245,753 3.0 59,570

県 14 306,663 △2.8 252,709 △1.6 238,914 △1.9 53,954

15 293,517 △4.1 245,165 △3.0 233,321 △2.4 48,352

平成11年 353,679 　△1.3 281,283 0.0 263,297 　△0.1 72,396

全 12 355,474 0.5 283,846 1.0 265,062 0.8 71,628

13 351,335 △1.1 281,882 △0.8 263,882 △0.4 69,453

国 14 343,480 △2.4 278,933 △1.1 261,046 △1.2 64,547

15 341,898 △0.4 278,747 △0.1 260,153 △0.3 63,151

〈注〉対前年増減率は調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも

一致しない。

現金給与総額     きまって支給する給与
所定内給与

特別に支払わ
れた給与



(２)産業別賃金

現金給与総額の動きを対前年増減率でみると、運輸・通信業以外は全て前年を下回り、中でも

卸売・小売業，飲食店は ％減である。14.1

（表２）本県及び全国の産業別現金給与総額の動き
（単位：円、％）

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
産　　　業

実　数
対前年
増減率 実　数

対前年
増減率 実　数

対前年
増減率 実　数

対前年
増減率 実　数

対前年
増減率

調　査　産　業　計 298,584 0.0 310,782 3.7 318,323 2.1 306,663 △2.8 293,517 △4.1

高 建　　 設 　　業 307,450 △3.2 309,219 3.8 306,513 2.5 287,147 △13.9 282,281 △0.8
製　　 造　　 業 254,667 0.8 269,477 7.2 281,899 6.1 287,446 △1.3 265,153 △7.9

知 電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×
運 輸・通 信 業 308,440 △10.2 340,400 9.0 336,463 △2.6 252,478 △22.5 276,385 9.5

県 卸売･小売業､飲食店 200,182 △5.9 223,663 10.5 259,340 14.6 247,495 △1.8 212,982 △14.1
金 融・保 険 業 465,045 2.3 440,185 △0.9 410,194 △2.6 505,872 9.8 505,124 △0.2

サ  ー  ビ  ス  業 367,251 6.8 370,180 △1.0 364,056 △3.6 346,966 △0.3 340,048 △2.0
調　査　産　業　計 353,679 △1.3 355,474 0.5 351,335 △1.1 343,480 △2.4 341,898 △0.4

全 建　　 設 　　業 377,894 △2.2 380,680 0.1 373,442 △2.5 355,879 △3.3 351,947 △1.0
製　　 造　　 業 366,793 △1.2 371,452 1.3 368,915 △0.5 363,937 △1.6 369,290 1.5

電気･ガス･熱供給･水道業 597,669 1.1 590,222 △1.0 597,995 1.2 596,036 △0.2 587,893 △1.3
運 輸・通 信 業 390,653 △1.6 396,076 2.0 382,738 △2.6 375,961 △3.3 368,844 △1.9

国 卸売･小売業､飲食店 270,862 △2.1 271,644 △0.3 268,636 △1.7 256,376 △3.3 256,586 0.2
金 融・保 険 業 482,677 △1.3 492,507 2.1 491,253 △0.6 483,903 △1.5 478,530 △0.6

サ  ー  ビ  ス  業 371,942 △0.4 369,424 △0.2 366,503 △0.2 362,819 △2.2 357,827 △1.4

〈注〉対前年増減率は調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と 必ずしも一致しない。
     

(図１)本県及び全国の産業別現金給与総額
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(３)産業別賃金格差

高知県と全国の賃金を現金給与総額で比較すると、全国平均を とした場合の高知県の賃金は100

で、前年を ポイント下回った。85.8 3.5

これを産業別にみると、金融・保険業が最も高く、サービス業がこれに続いている。

また、金融・保険業を除く全ての産業で全国平均より低く、特に製造業が と最も低い水準と71.8

なっている｡

（４）男女別賃金格差

男女別の調査産業計の現金給与総額をみると、男性は 円、女性は 円となっている。353,451 221,608

また、男性を とした場合の女性の賃金は となっている。100 62.7

これを産業別にみると、建設業が と最も高く、卸売・小売業，飲食店が と最も低くなっ67.9 45.3

ている。

（表３）産業別現金給与総額の全国平均との格差
（全国平均=100）

産 業 調　査 電気･ｶﾞｽ 運　輸 卸　売 金　融
建設業 製造業 熱供給 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業

  年
産業計 水道業 通信業 飲食店 保険業

平成15年 85.8 80.2 71.8 × 74.9 83.0 105.6 95.0

（表４）産業別男女別の現金給与総額
                                                                    （単位:円、％）

産 業　　 調　査 電気･ｶﾞｽ 運　輸 卸　売 金　融
建設業 製造業 熱供給 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業

　
  性　別

産業計 水道業 通信業 飲食店 保険業

男 353,451 295,474 331,492 × 287,529 308,061 629,670 418,452
女 221,608 200,746 166,607 × 194,694 139,579 361,674 282,209

男性100に
 対する女性 62.7 67.9 50.3 × 67.7 45.3 57.4 67.4

    の割合

(図２)産業別男女別現金給与総額
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２．労働時間

（１）労働時間の動き

平成 年における調査産業計の一人平均月間総実労働時間は 時間で、前年より ％の減少15 151.5 0.6

となった。

これを所定内と所定外に分けると、所定内労働時間は 時間で前年より ％増加し、所定外144.5 0.1

労働時間は 時間で前年より 減少となった。また、全国平均と比較すると総実労働時間で7.0 12.9%

時間、所定外労働時間で 時間下回り、所定内労働時間は 時間上回った｡0.8 3.0 2.2

(図３)労働時間の動き
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（表５）本県及び全国の一人平均月間労働時間の動き(調査産業計)
                                                             （単位:時間、％）

区 分  高　　　知　　　県 全　　　　　　　国

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

     年 実　数
対前年
増減率

実　数
対前年
増減率

実　数
対前年
増減率

実　数
対前年
増減率

実　数
対前年
増減率

実　数
対前年
増減率

平成１１年 153.9 0.2 146.0 △0.6 7.9 17.3 153.3 　△1.0 143.8 　△1.0 9.5 　△1.6

１２ 153.8 0.0 146.0 △0.2 7.8 3.0 154.4 0.8 144.6 0.6 9.8 4.4

１３ 155.0 0.6 147.4 0.8 7.6 1.6 153.0 △0.8 143.6 △0.6 9.4 △3.6

１４ 152.4 △1.6 144.4 △1.4 8.0 △4.7 152.1 △0.8 142.6 △1.0 9.5 0.1

１５ 151.5 △0.6 144.5 0.1 7.0 △12.9 152.3 0.1 142.3 △0.2 10.0 4.8

〈注〉対前年増減率は調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と 必ずしも一致しない。



（２）産業別労働時間

産業別の総実労働時間は、運輸・通信業が 時間で最も長く、以下、製造業、建設業と続き、177.7

最も短い卸売･小売業，飲食店で 時間となっている。143.5

次に、対前年増減率でみると金融・保険業(△ ％)が最も減少し、運輸・通信業( ％)が最も4.8 2.1

増加した｡

また、所定外労働時間は全て前年を下回り、中でも卸売・小売業，飲食店は ％減である。29.3

（表６）産業別労働時間
                                                                                  （単位:時間、％）

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

産　　業 実　数 対前年増減率 実　数 対前年増減率 実　数 対前年増減率

調  査  産  業  計 151.5 △ 0.6 144.5 0.1 7.0 △ 12.9

高 建　  設  　業 152.4 △ 1.9 149.8 △ 1.5 2.6 △ 16.5
製　  造  　業 162.6 △ 1.0 151.8 △ 0.9 10.8 △ 2.9

知 電気･ガス･熱供給･水道業 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 ×
運 輸 ・ 通 信 業 177.7 2.1 162.9 4.3 14.8 △ 17.8

県 卸売･小売業､飲食店 143.5 0.6 138.0 2.2 5.5 △ 29.3
金 融 ・ 保 険 業 147.3 △ 4.8 138.8 △ 4.7 8.5 △ 6.9
サ  ー  ビ  ス  業 148.2 △ 1.1 141.7 △ 1.0 6.5 △ 2.9
調  査  産  業  計 152.3 0.1 142.3 △ 0.2 10.0 4.8

全 建 　 設  　業 170.2 0.6 160.4 0.6 9.8 0.6
製　  造  　業 164.3 0.9 149.4 0.2 14.9 10.2

電気･ガス･熱供給･水道業 153.7 △ 0.3 142.3 △ 0.5 11.4 2.6
運 輸 ・ 通 信 業 171.2 1.1 151.7 0.7 19.5 3.8

国 卸売･小売業､飲食店 136.2 △ 0.6 130.8 △ 0.7 5.4 2.7
金 融 ・ 保 険 業 148.9 △ 0.8 139.9 △ 1.0 9.0 2.6
サ  ー  ビ  ス  業 146.7 △ 0.3 138.7 △ 0.5 8.0 2.8

〈注〉対前年増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。



３．雇 用

（１）常用労働者数

平成 年における調査産業計の常用労働者数は 人で、そのうちパートタイム労働者数は15 214,881

41,410 · 39.4%人であった。また、産業別パートタイム労働者比率は卸売 小売業，飲食店が最も高く

となっている。

（２）常用雇用指数の動き

平成 年における調査産業計の雇用を常用雇用指数(平成 年平均 )でみると、 で前年15 12 =100 95.5

に比べて 減となっている。1.0%

（表７）産業別常用労働者数
（単位:人）

　産　　業
計 男 女 一般労働者

パートタイム
労働者

調  査  産  業  計 214,881 117,138 97,743 173,471 41,410

建　  設  　業 26,328 22,667 3,661 25,431 897
製　  造  　業 26,638 15,941 10,697 23,302 3,336

電気･ガス･熱供給･水道業 　　　　× 　　　　× 　　　　× 　　　　× 　　　　×
運 輸 ・ 通 信 業 15,694 13,812 1,882 14,235 1,459
卸売･小売業､飲食店 56,784 24,699 32,085 34,400 22,384
金 融 ・ 保 険 業 9,167 4,902 4,265 8,216 951
サ ー ビ ス 業 77,663 32,964 44,698 65,373 12,290

（表８）本県及び全国の産業別常用雇用指数の動き

平成11年 12　年 13　年 14　年 15　年
産　　業 常用雇用

指数
対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

調  査  産  業  計 102.0 4.1 100.0 △ 1.9 96.6 △ 3.4 96.5 △ 0.1 95.5 △ 1.0
高

建　　設　　業 101.6 △ 5.0 100.0 △ 1.5 89.2 △ 10.7 96.5 8.2 102.4 6.1

製　　造　　業 97.6 △ 6.8 100.0 2.6 98.4 △ 1.6 90.8 △ 7.7 87.6 △ 3.5
知 電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×

運 輸 ・ 通 信 業 101.2 △ 0.5 100.0 △ 1.2 100.9 0.9 105.0 4.1 105.5 0.5

卸売･小売業､飲食店 104.8 9.8 100.0 △ 4.6 95.7 △ 4.3 91.5 △ 4.4 88.6 △ 3.2

県 金 融 ・ 保 険 業 103.3 9.2 100.0 △ 3.2 93.0 △ 7.0 93.1 0.1 92.2 △ 1.0

サ  ー  ビ  ス  業 102.0 1.5 100.0 △ 2.0 99.9 △ 0.1 101.3 1.4 100.8 △ 0.5

調  査  産  業  計 100.2 △ 0.3 100.0 △ 0.2 99.8 △ 0.2 99.2 △ 0.6 98.7 △ 0.5

全 建　　設　　業 99.9 1.4 100.0 0.2 100.6 0.5 100.2 △ 0.4 98.6 △ 1.6

製　　造　　業 101.6 △ 2.3 100.0 △ 1.5 98.1 △ 2.0 93.9 △ 4.3 91.7 △ 2.3

電気･ガス･熱供給･水道業 101.8 △ 0.2 100.0 △ 1.7 95.4 △ 4.7 94.7 △ 0.7 91.4 △ 3.5

運 輸 ・ 通 信 業 100.3 △ 0.4 100.0 △ 0.3 99.6 △ 0.4 99.5 △ 0.1 99.4 △ 0.1

国 卸売･小売業､飲食店 101.0 △ 0.9 100.0 △ 1.0 99.2 △ 0.8 98.6 △ 0.6 97.9 △ 0.7

金 融 ・ 保 険 業 102.8 △ 2.5 100.0 △ 2.8 95.7 △ 4.4 93.4 △ 2.4 91.3 △ 2.2

サ  ー  ビ  ス  業 98.1 1.8 100.0 1.9 102.1 2.1 104.4 2.3 105.7 1.2

(単位：％）



（３）常用労働者の異動状況

15 2.35% 0.32平成 年の雇用の動きを労働異動率でみると、調査産業計で入職率は で前年に比べて

ポイントの増、離職率は で前年に比べて ポイントの増となっている。2.56% 0.67

(図４)常用労働者の労働異動率の月別動き
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(表９)産業別労働異動率の動き
（単位:％）

平成11年 12　年 13　年 14　年 15　年
 産　　業 入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率

調  査  産  業  計 1.95 2.07 1.93 2.09 1.87 2.19 2.03 1.89 2.35 2.56

建　　設　　業 1.68 1.73 2.26 2.22 1.87 3.36 5.31 3.22 3.37 4.28
製　　造　　業 1.37 1.50 1.71 1.59 1.36 1.79 1.00 1.38 1.26 1.49

電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×
運 輸 ・ 通 信 業 1.03 1.10 1.80 1.79 1.94 1.73 1.50 1.24 0.92 0.92
卸売･小売業､飲食店 2.70 2.90 2.00 2.42 2.21 2.54 1.15 1.50 3.08 3.08
金 融 ・ 保 険 業 1.55 1.72 2.77 3.17 2.93 3.17 1.57 1.80 1.40 1.57
サ  ー  ビ  ス  業 1.86 1.90 1.83 1.96 1.71 1.68 2.25 2.07 2.27 2.37



第２部 毎月勤労統計調査特別調査

（事業所規模 １～４人）



Ⅰ 毎月勤労統計調査特別調査の概要

毎月勤労統計調査特別調査は、厚生労働大臣が指定する地域（｢指定調査区」という）に所在し、調

査産業に属する事業所のうち常用労働者を１～４人雇用する事業所について調べる調査で、年１回８

月に実施している。

１．調査の目的

この調査は、常用労働者１～４人の事業所における賃金､労働時間及び雇用の実態を明らかにして､

毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完する

とともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としている。

２．調査の対象

この調査は､平成13年事業所・企業統計調査に基づき設定した調査区のうちから、一定の方法により

抽出された調査区（高知県内39調査区）内に所在し、日本標準産業分類の鉱業､建設業､製造業､電気･

ガス･熱供給･水道業、運輸･通信業、卸売･小売業 飲食店、金融･保険業、不動産業及びサ－ビス業（家,

事サ－ビス業及び外国公務を除く）に属し、かつ平成15年7月31日現在１～４人の常用労働者を雇用す

る約460事業所を対象としている。

３．調査結果の算定

調査結果の数値は、高知県の１～４人の常用労働者を雇用する全事業所に対応するものとして算定

された数字であるが、調査事業所が少ない産業については、公表はしないが調査産業計に含めて算定

している。



Ⅱ 調査結果の概要

１．賃 金

平成15年7月における１～４人規模事業所の月間きまって支給する現金給与額は、調査産業計で

円､前年比15.9％減であった。156,080

これより、東京を100とした地域間格差をみると、調査産業計で高知県は （全国第 位）で全68.8 46

国平均の を ポイント下回っている。85.3 16.5

215,次に平成14年8月1日から平成15年7月31日までの1年間に賞与など特別に支払われた現金給与額は

円 前年比17.0％減）で、きまって支給する現金給与額に対する割合は ヶ月分となっている。323 ( 1.4

表１）産業及び性別１人平均きまって支給する現金給与額及び

１人平均年間特別に支払われた現金給与額（勤続１年以上）

（図１）きまって支給する現金給与額の地域間格差
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計 男 女 計 男 女
調査産業計 156,080 215,919 122,242 215,323 311,410 158,662

建　　設　　業 250,177 277,809 142,393 269,146 304,143 137,776
製　　造　　業 156,163 186,360 107,470 147,630 213,286 34,676

卸売・小売業、飲食店 128,756 180,331 107,443 112,580 231,471 62,022
サービス業 158,171 205,319 139,430 302,978 308,811 300,466

（単位；円）
きまって支給する現金給与額 特別に支払われた現金給与額



２．労働時間

平成15年7月における出勤日数は調査産業計で 日（前年 日）となり、前年より 日減少し22.0 22.5 0.5

た。男女別に見ると、男子 日（前年 日）、女子 日（前年 日）となっている。22.5 23.1 21.7 22.0

7.1 7.0 7.6また､１日当たりの実労働時間数は 時間（前年 時間）となっている。男女別に見ると男子

時間（前年 時間）､女子 時間（前年 時間）となっている。7.6 6.7 6.5

（表２）産業及び性別１人平均月間出勤日数及び１日の実労働時間数

（図２）出勤日数及び１日当たりの実労働時間数の推移
（１～４人規模事業所、調査産業計）
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計 男 女 計 男 女
調査産業計 22.0 22.5 21.7 7.1 7.6 6.7

建　　設　　業 22.0 22.4 20.5 7.8 8.1 6.7
製　　造　　業 21.1 20.4 22.2 6.9 7.4 6.2

卸売・小売業、飲食店 22.9 24.1 22.3 6.9 7.6 6.6
サービス業 21.0 21.2 21.0 7.1 7.4 6.9

（単位；日、時間）
出　勤　日　数 １日の実労働時間数



３．雇 用

（１）男女構成

平成15年7月の常用労働者数は 人で、前年より 人増加している。20,395 102

男女別では男性 人、女性 人と女性が63.9％を占めている。7,367 13,028

（表３）産業及び性別常用労働者数

（２）産業構成

１～４人規模事業所における常用労働者の産業別構成比をみると、卸売･小売業､飲食店の46.3％

が最も高く、次いでサービス業の34.5％と、この２産業で全体の約８割を占めている。

注；①その他とは、鉱業、電気･ガス･熱供給･水道業、金融･保険業、不動産業の合計である。

②事業所規模５～２９人、３０人以上の各規模は、毎月勤労統計調査地方調査の平成１5年７月分である。

（図３）産業別の男女構成比
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（図４）事業所規模別、性別常用労働者の産業別構成
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計 男 女 計 男 女
調査産業計 20,395 7,367 13,028 17,868 6,628 11,240

建　　設　　業 2,073 1,650 423 1,930 1,524 406
製　　造　　業 917 566 351 827 523 304

卸売・小売業、飲食店 9,439 2,760 6,679 8,342 2,489 5,853
サービス業 7,042 2,003 5,039 6,057 1,823 4,234

（単位；人）
常　用　労　働　者 常用労働者（勤続１年以上）
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